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A．研究目的 

 食品への意図的異物混入事件が発生した

ことにより、国内でも意図的な食品汚染を

防ぐ食品防御対策が取られるようになっ

た。食品企業の従業員に対してはガイドラ

インを用いた食品防御教育や、風通しの良

い職場環境づくりが進められ、大規模な意

図的異物混入事案の発生は報告されなくな

った。そんな中、近年小規模な飲食店にお

けるアルバイト従業員による不適切な食品

の取り扱いが問題となっている。「非正規

従業員による不適切な食品の取り扱い」を

マスコミ等ではバイトテロと呼んでいる。

本研究は、過去のバイトテロ事案を調査

し、バイトテロを防止するための手段を検

討するものである。 

 

Ｂ.研究方法 

 過去に発生した、バイトテロとされる事

案や迷惑系 YouTuberと称される人物など

による食品の安心・安全を脅かす事案につ

いて、新聞・インターネット等のメディア

により検索し、その内容を確認した。バイ

トテロが発生するに至った動機などをまと

研究要旨 
食品工場における 2007 年の冷凍ギョーザ事件や 2013 年の冷凍食品への農薬混入事件
などの発生によって、安心・安全な食品を求める声が一般消費者の中に育っていき、そ
の消費者の声にこたえる形で、安全な食品を提供するための対策が講じられるようにな
った。その結果、大規模な食品への異物・毒物の混入事件は減少している。一方で、小
規模な異物混入事件や食の安心・安全を脅かす事例が増加している。精査の結果、それ
らのほとんどはアルバイト従業員による不適切な食品の取り扱いであった。本研究は、
食品テロ対策として用意されている食品防御ガイドラインで、アルバイト従業員による
不適切な食品の取り扱いが防げるのかを検討したものである。バイトテロを防ぐために
はアルバイト従業員の仕事に対するマナーやモラルの向上が必要であるが、拡散を防止
させる手段として、ガイドラインに一定の効果があると考えられる。 
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め、食品防御ガイドラインを用いた対策に

より、これらの行為を防止できるかどうか

を検討する。 

なお、ここでは、過去 10年（2010年以

降）に発生したバイトテロと呼ばれる行為

についての情報収集を行い、その内容や行

為の目的についての検討を行い、共通点を

探究することで、何らかの防止策を提案す

ることを目的としている。 

インターネット上での検索では、「バイ

トテロ」、「アルバイト不適切動画」、「バイ

ト 悪ふざけ」などのキーワードを使用し

検索を行っている。 

 

◆倫理的配慮 

本研究では個人が特定可能な情報の収集

は実施せず、マスコミやインターネット等

により、すでにメディアを通じて公表され

た社会情報の収集を行っているため、基本

的には倫理面の配慮を必要としないもの

の、一部情報のおいては鬼女（きじょ）と

呼ばれるネットユーザーが、個人情報等が

特定される「晒し」と呼ばれる情報を収集

している可能性があるため、本報告では、

本人特定につながる情報は記載せず非公開

とする。 

 

C.研究成果 

 1.バイトテロとは 

（1）バイトテロとは 

 2007 年に大手牛丼チェーンのアルバイ

ト従業員が、自分で食べる賄いの牛丼を、

丼から溢れるほど大盛りにした動画を「ニ

コニコ動画」にアップした通称「テラ盛り

牛丼」の動画が最初だと言われている。こ

の当時はまだバイトテロというような呼ば

れ方はしていない。その後 2013 年にな

り、ツイッター上に自らの犯罪行為や詐

欺、ウソ、その他反社会的な行動を投稿す

る「バカッター」が社会問題化した際に、

各種メディアが「アルバイトによるテロ行

為」と表現し、略して「バイトテロ」と報

道されるようになった。現在では特に、飲

食店でのアルバイト従業員による不適切な

食品の取り扱いを静止画や動画に撮影しＳ

ＮＳに投稿することを指すことが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネット上で検索し、研究分担者が図表化した 
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（2）バイトテロと類似した行為 

バイトテロはアルバイト従業員による不

適切な食品の取り扱いを指すものであり、

利用客による食品の不適切な取り扱いは含

まれない。しかしインターネット上では、

アルバイト従業員による不適切な食品の取

り扱いのほかに、一般客として店舗を利用

した客による不適切な食品の取り扱いを静

止画や動画に収めて投稿されたものも多数

公開されている。これは「客テロ」と呼ば

れている。ファミリーレストランでタバス

コ容器を鼻の中に入れて静止画を撮影した

事案や、男性ホストが全裸で牛丼チェーン

の店内において静止画を撮影したものなど

がある。 

また、最近では「迷惑系 YouTuber」と

言われる、自身が行う迷惑行為をネット上

に投稿し、炎上を狙うような行為も多数確

認されている。2016年 12 月には大手コン

ビニのレジ前にあるおでん鍋に指を突っ込

む「おでんツンツン事件」が発生している

ほか、会計前の刺身を食べるなどの事案も

発生している。これらは悪ふざけという範

疇を超え食品テロと言えるレベルである。 

 

（3）過去の食品テロとの違い 

 バイトテロや客テロ・迷惑系 YouTuber

による食品の不適切な取り扱いは、過去に

発生した意図的な異物・毒物混入などの食

品テロとは、大きな違いがある。 

 まず、行為に及んだ目的である。バイト

テロの場合、アルバイト中の悪ふざけを撮

影し公開することで、「バズる」と言われ

る、一時的な話題の中心になることを狙っ

ている、いわば自己顕示欲によるものであ

る。客テロもバイトテロと同様で客として

訪れた店の中で、悪ふざけを撮影し公開す

ることで自己顕示欲を満たそうとしてい

る。迷惑系 YouTuberに関しては、動画視

聴者が増えることで、収入が得られるシス

テムの中で、自身の犯罪行為や悪ふざけを

ネット上に公開することによって、視聴数

を増やし、収入を多く得ようとする目的で

行われている。 

 バイトテロや客テロ、迷惑系 YouTuber

の多くは、自らが不適切に取り扱った食品

によって、消費者の健康が左右されるとい

う自覚はほとんどなく、いわゆる単なる悪

ノリで行われている。 

 食品に異物や毒物を混入することで、社

会不安を狙ったものや、会社への不満を解

消しようと行われた過去の食品テロとは動

機という部分で大きく異なっている。 

 

（4）公開される SNSの変化 

 日本国内における SNSの元祖と言えば

mixiである。2004年にサービスが開始さ

れているが、日記機能と趣味を中心とした

コミュニティによる交流が主となってお

り、悪ふざけを投稿したとしてもマイミク

と呼ばれる友達関係になっていないと投稿

を見ることができないため、不特定多数の

目に触れることはほとんどなかった。その

ため、mixi 上にバイトテロが公開された

ことはほとんど確認できない。 

2008年 5月には、Facebook が日本語で

使用できるようになった。Facebookも日

記のような投稿と、グループという共通話

題のグループから構成されていた。mixi

との違いは、日記の公開範囲が指定できる

ことであり、友人以外であっても限定公開

していない場合には、誰でも投稿を読むこ
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とができることである。Facebook上に投

稿されたバイトテロは多くはないが、大手

コンビニエンスストアのアルバイト従業員

が、アイスケースの中に寝そべる静止画を

投稿するなどの事例が確認されている。 

Twitter は 2006 年にサービスを開始し

た SNSである。サービス開始当初 140文字

のつぶやきのみを配信できるサービスであ

ったが、2011年に静止画および動画の投

稿が可能になる。Twitterへの動画投稿機

能搭載以降、飲酒運転や無免許運転、未成

年飲酒・喫煙、窃盗、盗撮などと言った犯

罪行為の投稿が行なわれるようになり、日

本のネット上ではツイッターがバカ発見器

と呼ばれるようになる。 

Instagramは 2010年にサービスが開始

された SNSである。日本では 2014年より

アカウントが開設されている。投稿した写

真の見栄えにより「インスタ映え」と言う

流行語が誕生した。とにかく、話題になり

そうな写真を投稿することによって、イン

フルエンサーと呼ばれる「世間に与える影

響力が大きい行動を行う人物」になろうと

様々な投稿が行なわれるようになった。 

youtube は 2005 年 12 月にサービスを開

始した動画配信サイトである。2007 年に

視聴回数の多いチャンネルに広告収入を分

配するサービスを開始した。2011年に広

告収入分配サービスを一般に開放すると、

広告収入を稼ぐ youtuberと言われる、新

しい職業が誕生していく。動画の内容に関

わらず視聴回数に応じて、広告収入を得ら

れるため、炎上商法と言われるような、人

に迷惑をかける動画を投稿し、話題を集め

ることを目的とした、迷惑系 Youtuberが

誕生するようになる。 

バイトテロは、SNSの発展とともに、内

向きのコミュニティの中での悪ふざけの見

せ合いから、オープンコミュニティでの悪

ふざけ静止画投稿へと変化し、最終的に動

画の投稿へと変化していった。また、広告

収入が得られるようになってからは、許容

される範囲を超えた悪ふざけの投稿という

よりも、意図的な犯罪行為の投稿に至って

きている。 

 

2.バイトテロの発生要因 

（1）食品業界の慢性的なマンパワー不足 

 外食産業のアルバイト従業員比率は高

く、総務省「サービス産業動向調査」で

は、飲食店で働く 440万人余りの従業員の

うち、82%が非正規雇用従業員であった。

また帝国データバンクの調べでは、80.0％

の飲食店でマンパワー不足が起こっている

と報告されている。その中で人件費にかか

るコストを出来るだけ逓減したい外食産業

では、オペレーションの合理化を進めるこ

とによって、アルバイト従業員だけでも店

舗を運営できるシステムを構築した。つま

りそれは正規社員の監視の目が行き届か

ず、従業員教育が必然的に不足するという

状況である。正規社員の目というバイトテ

ロに対する抑止力が働いておらず、実行に

移しやすい状況が出来上がっている。また

常に起こっているマンパワー不足の中で

は、採用したてのアルバイト従業員も即戦

力として働いてもらう必要があり、教育に

当てる時間が取れずに、バイト時の禁止事

項すら伝えられていない可能性もある。 

 人手が足りないことが、バイトテロが発

生しやすい環境を作り出している可能性が

ある。 



10-5 
 

自己実
現欲求

承認欲求

社会的
欲求

安全欲求

生理的欲求

「自分がどこに所属しているのか」という認識が未成熟のまま、ただ「認められたい」と

言う承認欲求が育つため、アンバランスになり上位欲求の土台が不安定になる。 

 
 

 

 

 

（2）人間関係の変化 

 ネット環境の普及は、家族や友人と言っ

た人間関係を希薄化させる傾向を生み出し

た。個人の人間関係はリアルからオンライ

ン上のコミュニティへと移行し、友人関係

というモノが縮小して、リアルでは孤独感

を感じるようになる。 

マズローは「人間の欲求は 5段階のピラ

ミッドのように構成されていて、低階層の

欲求が満たされると、より高次の階層の欲

求を欲する」という説明を行っている。つ

まり社会的な欲求「帰属意識」が満たされ

ると高次欲求である「承認欲求」が発生す

るはずなのだが、リアルからオンラインへ

と変化した帰属意識や、極小さな「内輪」

と言われる内向きのコミュニティの中で円

熟されないままの社会的欲求の上に、承認

欲求が乗ってしまっているいびつなピラミ

ッドが形成されている。そのため社会を知

らないまま、承認欲求のみが先走りし、

「とにかくどんな手段でも認めてもらいた

い。」との行動が前後を考えない短絡的な

投稿へとつながっている。投稿した後にど

うなってしまうのかという事をまるで想像

できていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

総務省「サービス産業動向調査」より 

生活のための基本的欲求 

生活の維持・安定ための欲求 

仲間・帰属意識を求める欲求 

他者に認められたいと思う欲求 

下
位
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
と
上
位
欲
求
が
発
生 



10-6 
 

特にバイトテロを起こすものに見られる

のは他者から如何に見られているかという

「他者からの承認欲求」であり、他者の目が

自身の持つ自己肯定感へと直結している。 

そして「他者からの承認欲求」を最も助長

しているのが SNS に搭載されている「いい

ね！」機能である。自分の投稿を見た誰かが

「いいね！」ボタンを押すことで、自分の投

稿が「褒められている」と言うような錯覚に

陥るのである。 

この「いいね！」は中毒性を持ち、少し

でも多くの「いいね！」をもらうために、

悪ふざけの範疇を超えた投稿をしてしまう

のである。 

 

（3）情報リテラシーの欠如 

バイトテロの問題を考えるうえで、必ず

出てくるのが、情報リテラシーやＩＴリテ

ラシーといった言葉である。情報を用いる

ためのモラルやマナーが欠如しているとい

うような意味合いで使われているようだ。

確かに、アルバイト店員による悪ふざけ

が、拡散し炎上するのは情報リテラシーが

欠如しているからに他ならない。しかし考

えるべきは、情報リテラシーの欠如は、拡

散に関わっているものであって、拡散され

なければ、悪ふざけが許されるというもの

ではない。情報リテラシーの欠如がバイト

テロにつながっていると言うのは、問題の

すり替えでしかない。 

そのうえで、情報リテラシーがあれば、

バイトテロは防げるのかと問われると、

「YES」と答えなければならない。 

自分の持っている情報を公開することで

何が起こるのかを想像し、やっていい事か

どうかという分別があれば、バイトテロは

起こらないはずである。 

 

3.バイトテロで共通すること 

（1）想定を超えた制御不能の炎上 

 「こんなはずではなかった」というのが

一番の共通点である。炎上を狙って迷惑行

為を繰り広げる「迷惑系 youtuber」とは

違い、バイトテロのほとんどは自らの悪ふ

ざけ投稿が炎上するとは思っていない。あ

くまでも仲間内でのノリで投稿しているの

である。このノリと言う感覚が非常に難し

い。あえて文章にするならば、「その場の

空気に飲み込まれ調子に乗ってしまう状

況」である。悪ふざけを繰り返し行ってい

る中で、まだ大丈夫だろうというボーダー

ラインの近くを、仲間内の悪ふざけの雰囲

気のまま、オープンなスペースに投稿して

しまっている。ただ単に調子に乗ってやっ

てしまったのだ。しかし、いったん投稿し

てしまったものは、もはや自らの手を離れ

制御不能な状況となり、勝手に走り出して

いく。投稿を見た人が拡散を繰り返して、

自らの意図しないところで展開されてい

く。インターネットに書き込んだ言葉やア

ップされた写真は完全に削除することはで

きない。「ウェブ上ではデータやログがい

ったん記録されたら永続的に残り続け、消

すことはできない」と言う状況は、デジタ

ルタトゥーとよばれている。自分の投稿を

削除したとしても、拡散されたものがどこ

かに残り続けるのである。 

 

（2）悪ふざけは今に始まったことではな

い 

 バカッターという言葉は 2013 年の新

語・流行語大賞にノミネートされている。
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Twitter 上に悪ふざけを投稿することが増

えたために生まれた新語である。このバカ

ッターの中で、特にアルバイト従業員が起

こすネット上の炎上騒ぎをバイトテロと言

うようになった。では、アルバイト中の悪

ふざけは、2013 年に始まったものなのだ

ろうか。そんなはずはなく、バイトテロ

は、昔からある一定数の不届き者によって

行われていた可能性は高い。少なくとも、

武勇伝のように語られるアルバイト中の珍

事などは 30 年前にもよく耳にした。 

 では、今と昔は何が違うのだろうか。も

ちろんネット環境の進化が起こり、誰でも

が SNSに投稿できるようになったのは、バ

イトテロが増加することになった原因では

あるが、それだけではないだろう。 

 どうやら、飲食店のチェーン展開と言う

のもバイトテロの増加に関係がありそうで

ある。バイトテロが報告された飲食店の多

くはチェーン展開で営業を行っていた。前

述しているが、国内の生産年齢人口が減少

を開始した 1995 年頃より、飲食店のマン

パワー不足は慢性的に続いている。1995

年の東京都の最低賃金は 625円だったが

2020年には 1013 円に増えており、マンパ

ワー不足の中で、最低賃金が 1.6 倍と急上

昇している。少しでも人件費を下げるため

に、正社員比率を下げるほか、ギリギリの

人員配置での営業を行うようになった。そ

の結果、アルバイト従業員への指導や監視

が行き届かない状況が生まれたのである。

長引く飲食業界のマンパワー不足がバイト

テロの抑止力を低下させていると考えられ

る。 

 

 

（3）エスカレートする悪ふざけ 

 どのバイトテロ事例も最初は単なる悪ふ

ざけやいたずらからのスタートである。そ

れがいつの間にかどんどんと大きくなり最

終的にバイトテロとして顕在化されてい

る。この悪ふざけやいたずらはどのような

心理状況で行われているのか。いくつかの

心理的な理由が考えられる。 

① 多数に認められようとする心理 

② 相手の反応を楽しもうとする心理 

③ 慣れによる罪悪感の減少 

④ 単純に人の気持ちを考えていない 

まずは、バイトテロの発生要因としてよく

言われている承認欲求についてである。こ

れは、自分が何らかの行動をすることで、

自分を認めてもらおうとする心理状況であ

る。グループ内でとった自分のとある行動

が、グループ内で自分が思った以上に評価

された場合に、グループ内だけではなく、

グループ外も評価されたいと思う。認めら

れたいという「範囲」が拡大していく。 

 次に相手の反応を楽しもうという心理で

あるが、最初は自分のとる行動に相手がど

のような反応をするのかという事を確かめ

たいという事から始まるが、同じ行動に対

する反応の閾値はどんどんと上がるため

に、同じ反応を得るためには前回よりも大

きな刺激が必要になる。相手の反応を楽し

もうとする心理が続く場合には、行動の

「過激さ」が増大していくことになる。 

 悪ふざけやいたずらの範囲の拡大や過激

さの増大でも、何ら注意を受けなかった場

合には、「ここまでなら許される」とい

う、勝手な考えが生まれ、自分の行動に対

する罪悪感が消失する。罪悪感の消失は、

もう少し認められたい、もう少し相手の反
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応を確かめたいという行動につながり、悪

ふざけがエスカレートしていく。 

そして、行動をエスカレートさせる一番

の要因として、単純に人の立場や気持ちを

考えないという事である。問題行動の多く

は、受け手の立場を考えると普通は行わな

いものである。悪ふざけを受けたものがど

う思うのかという想像力が欠如している。 

 

（4）投稿後を想定していない 

 最後の共通点として、投稿後に何が起こ

るのかという事を全く予想していないこと

があげられる。ノリと勢いで投稿している

ために、自分の投稿がどのような影響を与

えるのかを全く考えていない。この部分は

意図的な異物混入と言われる「食品テロ」

との一番の相違である。 

 バイトテロ事案を起こしてしまった多く

は一般の学生である。バイトテロ画像が拡

散したことで、バイト先を解雇されたほ

か、店に損害を与えたとして数千万に及ぶ

賠償金を請求された事案も散見される。ま

た、ほとんどの事例で本人の特定が行なわ

れ、氏名・住所・在籍校などの特定が行な

われている。そのために就職内定を取り消

されたという事例も確認された。 

本当に、その場の雰囲気に流されて、事後

の事を全く想像していないのである。 

 

D.考察  

バイトテロをどう防ぐか 

 バイトテロの防衛手段として、現行の食

品防御対策ガイドライン（調理・提供編）

の内容に沿って考えていこうと思う。この

ガイドラインは基本的に意図的異物混入を

どのように防ぐかという視点であり、バイ

トテロの様なアルバイト従業員による不適

切な食品の取り扱いについて想定している

わけではないが、ガイドラインの中から準

用できる対策の部分を記述する。 

 

1. アルバイト従業員の採用 

正規従業員の採用の際には、申告内

容に虚偽がないかを確認するため各種

証明書の原本を確認している企業は多

い。特に行政からは、会社側に正社員

のみならずアルバイトからもマイナン

バーを取得することが義務付けられて

おり、マイナンバーが記載された身分

証の提出が必要なはずである。また、

外国籍の従業員については在留証明の

提出が必要である。 

しかし、アルバイト従業員について

は、本人が提出した履歴書のみで採用

し、マイナンバーを取得しないことが

少なくない。特に、飲食提供店では、

慢性的なマンパワー不足であること、

アルバイトの採用が店長の裁量である

こと、社会保険等に加入しないことな

どから、マイナンバーの取得をふくめ

て、身元確認が徹底されていない現実

がある。 

アルバイトの採用に関しては、少な

くとも履歴書のほかに、身分証の提出

を求めるほか、未成年者の場合には保

護者の同意書を求める必要がある。ア

ルバイト労働契約を文書として残すこ

とで、バイトテロの抑止力につながる

と考えられる。 

 

2. 一人での作業をなくす 

食品防御ガイドラインでは、従事者
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が少ない場所や意図的に有害物質を混

入しやすい「脆弱ポイント」を把握し

て、人員配置増などの防御対策を実施

するようにしている。一人で作業する

という場面がリスクであり、一人で作

業するという状況をなくす必要があ

る。 

食品提供店の多くにおいては、マン

パワー不足から、ワンマン・オペレー

ション（通称：ワンオペ）と言われ

る、一人ですべての作業を切り盛りす

るような状況も見られていた。出来る

だけワンオペをなくし、従業員同士に

よる相互監視の出来る状況を作ること

がバイトテロ対策としては重要であ

る。 

どうしても、従業員増などの対策が

取れない場合には、監視カメラの設置

等で、従業員の行動が把握できる状態

にすることが、バイトテロ対策につな

がる。 

 

3. 私物持ち込みを制限する 

スマホを持ち込むのを禁止すること

は、静止画や動画の拡散の防止につな

がるが、私物持ち込み制限の本質はそ

ういう部分ではない。スマホ含めたす

べての私物を、アルバイト作業の場に

持ち込まないことが重要である。例え

ば、飲食店であれば、包丁などのナイ

フ類も、持ち込み制限の対象となる私

物である。国内の飲食店では、料理人

の包丁は本人の自前の持ち込みが許さ

れてきたが、基本的には管理者の許可

がない場合には包丁であっても持ち込

まないようにするべきものである。 

1人でも私物の持ち込みを許可して

しまうと、他の人も色々と持ち込む可

能性が高くなるからである。私物持ち

込みから、仕事に必要のないものの持

ち込み、危険物の持ち込みつながる可

能性もある。とにかく、アルバイトに

必要かどうかにかかわらず、私物を持

ち込まないというのが重要である。 

 

 

 

 

 

 

バイトテロは ①悪さをする → 

②それをスマホで撮影する → ③撮

影素材を SNSで拡散する と言う要素

で構成されている。スマホの持ち込み

禁止は許容範囲を超えた悪ふざけと

SNSで拡散するという要素をつなぐフ

ァクターを削除することであり、③の

拡散を防ぐという効果はあるが、①の

悪ふざけを防止する効果は期待できな

い。 

 

4. 正規従業員と同等の社員教育 

では、許容範囲を超えた悪ふざけを

させないためにはどうしたらいいのだ

ろうか。基本的にバイトテロは若者の

仕事に対するモラルや責任感の欠如に

よって許容される範囲を超えた悪ふざ

けを行う事が問題である。それゆえに

社会人としての一般常識の涵養を待つ

こと以外に打つ手がない。しかしそれ

ではバイトテロをなくすことはできな
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いので、アルバイトに対しても社員と

同等の社員教育を行い、「自分」の働い

ている会社と言う感覚を持ってもらう

ことが大切である。 

最初に考えるべきは、アルバイト従

業員に対してもコンプライアンスに関

する研修を行う事である。正社員に対

しては、就職時研修として多くの企業

がコンプライアンス研修を導入してい

るが、アルバイトに対しても飲食店で

働くものとしての守るべきルールを理

解してもらい、ルールから逸脱しない

行動をとれるような社員教育の実施は

必要である。 

アルバイトの社員教育に関する責任

者は誰なのだろうか。今まではアルバ

イトの採用や社員教育は店長の裁量で

行われてきたが、社員教育の在り方に

ついては再検討の必要がある。長引く

飲食業界のマンパワー不足の結果、外

国人労働者や今までであれば採用しな

かったような人材を採用しなければな

らない状況になっている。文化の違い

や、理解度のばらつきによってアルバ

イトに対する教育の難易度が遥かに上

がっている。アルバイト教育を店長任

せにせずに、会社が責任をもって実施

することが必要である。 

 

5. 店舗運営に関する情報の共有 

 経営者や店長が、運営する店舗につ

いての情報や方針・指針をアルバイト

従業員とも共有し、同じ目的を持つこ

とで、結果的にバイトテロを防ぐこと

が可能になると考えられる。アルバイ

ト従業員は単なる労働力ではなく、同

じ店舗を運営する同志であり、利害関

係者であるという事をはっきりと宣言

する必要がある。 

 

 食品防御ガイドラインはあくまでも、意

図的な異物混入対策として作られているも

のではあるが、様々な対策の部分がバイト

テロ発生の防止策として準用できると考え

られた。 

  

E．結論 

 今回の研究では、バイトテロを食品防御

ガイドラインで防止することができるかを

検討した。結論としてガイドラインによっ

て、アルバイト従業員による不適切な食品

の取り扱いが、インターネット上に投稿さ

れることは防ぐことが出来そうである。 

しかし、本来一番重要なのは、アルバイ

ト従業員のモラルやマナーの向上であり、

アルバイト従業員自身が、一般社会人とし

ての常識を涵養していくことが重要であ

る。 
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